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お
し
ら
せ

◎図書館の6月特集コーナー　【一般】男女共同参画　【児童】雨でも楽しいよ！

●司法書士無料法律相談
司法書士会高山支部による法律相談所
期日　６月16日㈯
時間　午後１時～5時
場所　市役所地下002会議室
　　　（花岡町2）
申込方法　6月14日㈭までにTEL

　　　　　（午後１時～４時）

●不動産無料相談
宅建協会飛驒支部による不動産相談所
期日　６月12日㈫
時間　午後１時～３時
場所　宅建協会飛驒支部事務所
　　　（昭和町２）
申込方法　直接会場へ

申 込
問合先

岐阜県司法書士会事務所
☎058‒248‒1715

申 込
問合先

岐阜県宅地建物取引業協会飛驒支部
☎36‒1396

行政書士による
無料相談

　行政書士による相続や遺言、農地転用・開発許
可、許認可手続きなどの無料相談を行います。お気
軽にご相談ください。
日時　6月20日㈬　午後1時～4時
場所　市役所3階301会議室（花岡町2）
申込方法　左記へ事前予約または当日直接会場へ

申 込
問合先

岐阜県行政書士会
☎058‒263‒6580

問合先 建築住宅課　☎35‒3159

大規模開発構想届の縦覧

なんでも相談会

水道メーターの交換にご協力を

　弁護士や税理士、司法書士が不動産
問題や相続、税金、労働問題などについ
て無料相談会を開催します。
期日　6月16日㈯
時間　午前9時～正午
場所　飛驒地区労働者福祉会館
　　　（名田町5）
定員　弁護士による相談は6人
参加料　無料
申込方法　事前にTEL

　（6月11日㈪午前9時から受付）

　水道メーター（量水器）の使用期限は
計量法で8年と定められているため、市で
は法定期限をむかえる水道メーターを順
次交換しています。
　該当するご家庭には、市が委託した水
道工事業者が訪問し、交換作業（無料）
を行いますので、ご理解とご協力をお願
いします。
※交換作業は10分程度となります。

　高山市美しい景観と潤いのあるまちづくり条例に基づき、大規模開発構想届の縦覧
を行います。この開発事業については 6月22日㈮まで市へ意見を提出することができま
す。なお、縦覧期間は 6月15日㈮までです。
開発事業者　東急不動産株式会社　ウェルネス事業ユニット ホテル・リゾート事業本部
　　　　　　執行役員本部長　田

た

中
なか

　辰
たつ

明
あき

事業名　（仮称）高山駅東口駅前ホテル計画　新築工事
内容　ホテルの新築　　　場所　花里町4丁目301番　外1筆
延床面積　9,414.00㎡ 　　縦覧場所　建築住宅課（本庁3階）

申 込
問合先

問合先

岐阜県労働者福祉協議会
飛驒支部　☎57‒7211

上水道課
☎35‒3149

電波のルールは
必ず守りましょう

●電波の利用には、原則、免許が必要
●無線機器の使用には「技適マーク」の確認を
●外国規格の無線機器は国内では使用不可

電波利用環境保護周知啓発強化期間（6月1日～10日）

問合先 総務省東海総合通信局 ⇒ 不法無線局の相談　☎052‒971‒9107
⇒ テレビなどの受信障害の相談　☎052‒971‒9648

図書館からのお知らせ

問合先
市図書館「煥章館」
☎32‒3096
FAX32‒3098

市民の健康講座シリーズ 第2回（全7回）
日時　6月18日㈪　午後7時～ 8時50分
場所　市図書館「煥章館」（馬場町2） 　定員　100人
入場無料、事前申込不要です。直接ご来場ください。
①生活習慣病と診療所でできること
　～生活習慣病とうまくつきあうために～
　講師　川

かわ

尻
しり

　宏
ひろ

昭
あき

さん（高根診療所長）
②「脱腸」の新しい手術方法
　講師　高

たか

木
ぎ

　健
たけ

裕
ひろ

さん（久美愛厚生病院外科医長）

煥章館セミナー

　借金が返済できない、借金返済のための「新たな借
金」を繰り返している、厳しい取り立てに苦しんでい
るなど、債務に関するお悩みをお持ちの方、お気軽に
ご相談ください。
日時　6月9日㈯　午後1時～4時
場所　県民生活相談センター
　　　（岐阜市薮田南5･OKBふれあい会館内）
相談方法　①面談相談:6月7日㈭までに電話予約
　　　　　②電話相談:予約不要、当日時間内に TEL

多重債務
無料相談会

弁護士や
司法書士などが
相談に応じます。

申込・問合先 県民生活相談センター　☎058‒277‒1003


